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先
月
、
「
働
き
方
改
革

法
」
が
国
会
に
お
い
て
可

決
成
立
し
ま
し
た
。

今
後
、
数
年
を
か
け
て

長
時
間
労
働
の
是
正
や
、

パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
の
待
遇

改
善
な
ど
が
実
施
さ
れ
ま

す
。

◆
有
休
ル
ー
ル
の改

正

従
来
、
年
次
有
給
休
暇

は
労
働
者
が
自
ら
使
用
し

な
い
限
り
会
社
と
し
て
実

際
に
与
え
る
必
要
は
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
改
正
に

よ
り
年
間
5
日
は
時
季
を

指
定
し
て
年
次
有
給
休
暇

を
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。た

だ
し
、
次
の
場
合
に

は
有
休
を
使
用
さ
せ
る
義

務
は
生
じ
ま
せ
ん
。

大
き
く
変
わ
る労

働
ル
ー
ル

◆
時
間
外
労
働
の

上
限
規
制

時
間
外
労
働
の
上
限
に

つ
い
て
は
、
①
月
４
５
時

間
、
年
３
６
０
時
間
が
原

則
で
す
が
、
②
臨
時
的
な

特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

で
も
月
１
０
０
時
間
未
満

（
休
日
労
働
含
む
）
、
年

７
２
０
時
間
が
上
限
と
な

こ
の
新
基
準
の
中
小
企

業
へ
の
適
用
時
期
は
最
短

で
２
０
２
０
年
４
月
１
日

か
ら
と
な
り
ま
す
。

例
を
挙
げ
る
と
、
20
年

1
月
1
日
～
12
月
31
日
の

期
間
で
締
結
し
た
労
使
協

定
で
時
間
外
労
働
を
行
っ

て
い
る
場
合
は
従
来
基
準

の
ま
ま
で
よ
い
の
で
す
が

、
20
年
4
月
1
日
～
21
年

3
月
31
日
の
労
使
協
定
は

新
基
準
と
な
り
ま
す
。

企
業
に
よ
っ
て
は
業
務

体
制
の
全
般
的
な
見
直
し

を
迫
ら
れ
る
ケ
ー
ス
も
出

て
く
る
の
で
、
今
の
う
ち

に
対
策
を
講
じ
て
お
く
必

要
が
出
て
く
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

平成３０年度最低賃金の引上げ目安額が発表
されました。大阪府は１０月に２７円引上げら
れ９３６円になる見通しです。
最低賃金には、割増賃金、精皆勤・通勤・家

族手当等は算入されません。これらを除いた額
が最低賃金を上回る必要があります。
最低賃金は、平成２４年から６年間で１３６

円引上げられることとなり、３年後には１,０
００円を上回ることが予想されます。

①
年
次
有
給
休
暇
を
10
日

以
上
付
与
さ
れ
て
い
な
い

労
働
者
で
あ
る
場
合
。

②
す
で
に
労
働
者
が
自
主

的
に
使
用
し
て
い
る
か
、

計
画
的
付
与
の
実
施
に
よ

り
年
次
有
給
休
暇
を
使
用

さ
せ
て
い
る
場
合
（
使
用

分
が
5
日
に
満
た
な
い
場

合
は
そ
の
差
に
つ
い
て
は

使
用
さ
せ
る
義
務
が
発
生

し
ま
す
。
）

ど
で
体
内
の
塩
分
濃
度
が

薄
ま
り
、
「
水
中
毒
」
と

い
う
も
の
を
起
こ
す
そ
う

で
す
。

最
近
で
は
「
経
口
補
水

液
」
と
い
う
も
の
が
紹
介

さ
れ
て
い
ま
す
。
沸
騰
さ

せ
た
湯
冷
ま
し
に
砂
糖
小

さ
じ
６
と
塩
小
さ
じ
半
分

を
混
ぜ
る
だ
け
だ
そ
う
で

す
。
吸
収
率
は
水
の
２
５

倍
。
長
期
の
保
存
は
出
来

ま
せ
ん
が
お
試
し
く
だ
さ

い
。

（
大
西
）

あ
る
調
査
で
は
、
こ
の

夏
の
猛
暑
で
仕
事
の
能
率

も
３
割
以
上
落
ち
る
の
だ

と
か
。

気
温
３
５
度
を
超
え
る

と
蝉
や
蚊
さ
え
も
活
動
が

鈍
く
な
る
そ
う
で
す
。

水
分
補
給
は
大
切
で
す

が
、
水
だ
け
を
大
量
に
摂

取
す
る
と
急
激
な
発
汗
な

雑

感

こ
の
年
次
有
給
休
暇

ル
ー
ル
の
改
正
は
最
短
で

来
年
４
月
か
ら
適
用
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

り
ま
し
た
。
①
は
従
来
通

り
で
す
が
、
②
の
上
限
規

制
が
新
た
に
加
わ
り
ま
す

。
（
右
の
図
参
照
）

最低賃金には地域差があり、例えば奈良
県では大阪府より１２５円安くなっていま
す。１日７時間、月２３日働くと２０，１
２５円の差が生まれます。


